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株
式
会
社
ナ
チ
ュ
ラ
ル 

株
式
会
社
環
境
福
祉
基
構 

ピ
ノ
キ
オ
商
事
株
式
会
社 

ピ
ノ
キ
オ
商
事
株
式
会
社 

め
ぐ
み
の
農
業
協
同
組
合 

め
ぐ
み
の
農
業
協
同
組
合 

株
式
会
社
ザ
イ
タ
ッ
ク 

株
式
会
社
ザ
イ
タ
ッ
ク 

株
式
会
社
ザ
イ
タ
ッ
ク 

株
式
会
社
ザ
イ
タ
ッ
ク 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ケ
ア 

パ
レ
ッ
ト 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ケ
ア 

パ
レ
ッ
ト 

ア
サ
ヒ
ク
リ
ー
ン
株
式
会
社 

ア
サ
ヒ
ク
リ
ー
ン
株
式
会
社 

有
限
会
社
ナ
ガ
ヤ
時
計
店 

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称 

 

大
垣
市
東
町
二
―
七
―
一 

関
市
小
瀬
一
一
〇
九
―
一 

岐
阜
市
向
加
野
二
―
一
六 

―
五 

岐
阜
市
向
加
野
二
―
一
六 

―
五 

関
市
若
草
通
一
―
一 

関
市
若
草
通
一
―
一 

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町 

二
―
一
一
―
一 

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町 

二
―
一
一
―
一 

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町 

二
―
一
一
―
一 

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町 

二
―
一
一
―
一 

下
呂
市
小
川
二
八
〇
―
一 

下
呂
市
小
川
二
八
〇
―
一 

東
京
都
北
区
上
十
条
一
― 

二
―
一
五 

東
京
都
北
区
上
十
条
一
― 

二
―
一
五 

瑞
浪
市
寺
河
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一
四
二 

―
六 

居
宅
介
護
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業
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等
の
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た
る
事
務
所
の
所
在
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通
所
介
護 

介
護
予
防 
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定
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設 

入
居
者
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活
介
護 

介
護
予
防 

居
宅
療
養 

管
理
指
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居
宅
療
養 

管
理
指
導 

介
護
予
防 

通
所
介
護 

通
所
介
護 

介
護
予
防 

通
所
介
護 

通
所
介
護 

介
護
予
防 

通
所
介
護 

通
所
介
護 

介
護
予
防 

通
所
介
護 

通
所
介
護 

介
護
予
防 

訪
問
入
浴 
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護 

訪
問
入
浴 

介
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居
宅
介
護 
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援
事
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サ
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ビ
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の
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や
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リ
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ッ
ク
デ
イ
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セ
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タ
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木
香
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ピ
ノ
キ
オ
薬
局 

各
務
原
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ピ
ノ
キ
オ
薬
局 

各
務
原
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Ｊ
Ａ
め
ぐ
み
の
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サ
ー
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ス 
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ン
タ
ー
あ
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ん
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Ｊ
Ａ
め
ぐ
み
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サ
ー
ビ
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タ
ー
あ
ん
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ナ
ー
シ
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グ
デ
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ナ
ー
シ
ン
グ
デ
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東
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デ
イ
脳
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
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脳
リ
ハ
ビ
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セ
ン
タ 
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リ
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
リ 

ハ
ビ
リ
パ
レ
ッ
ト 

リ
ハ
ビ
リ
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
リ 

ハ
ビ
リ
パ
レ
ッ
ト 

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
在
宅
介 

護
セ
ン
タ
ー
各
務
原 

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
在
宅
介 

護
セ
ン
タ
ー
各
務
原 

ナ
ガ
ヤ 

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ 

ー 指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名 
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大
垣
市
東
町
二
―
二
―
一 

関
市
小
瀬
一
一
〇
九
―
一 

各
務
原
市
那
加
野
畑
町
二 

―
一
〇
五
―
三 

各
務
原
市
那
加
野
畑
町
二 

―
一
〇
五
―
三 

郡
上
市
八
幡
町
小
野
四
― 

六
―
一
八 

郡
上
市
八
幡
町
小
野
四
― 

六
―
一
八 

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町 

二
―
一 

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町 

二
―
一 

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町 

二
―
一
一
―
一 

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町 

二
―
一
一
―
一 

下
呂
市
小
川
二
八
〇
―
一 

下
呂
市
小
川
二
八
〇
―
一 

各
務
原
市
那
加
本
町
三
― 

二 

マ
キ
タ
ビ
ル
一
〇
二 

号
室 

各
務
原
市
那
加
本
町
三
― 

二 

マ
キ
タ
ビ
ル
一
〇
二 

号
室 

瑞
浪
市
寺
河
戸
一
一
八
四 

―
二 

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
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在
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同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 平
成
二
二
・ 
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月
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合
同
会
社 

感
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合
同
会
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感
謝 

永
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和
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田 

和
弘 

ア
イ
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イ
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デ
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サ
ー
ビ
ス 

ア
イ
ラ
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ジ
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イ
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す
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サ
ー
ビ
ス 

有
限
会
社
中
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Ｇ
Ｐ
Ｆ 

有
限
会
社
中
部
Ｇ
Ｐ
Ｆ 

有
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中
部
Ｇ
Ｐ
Ｆ 

有
限
会
社
中
部
Ｇ
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Ｆ 

医
療
法
人
社
団
穂
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会
吉
村 

内
科 

医
療
法
人
社
団
穂
隆
会
吉
村 

内
科 

可
児
市
中
部
地
域
包
括
支
援 

セ
ン
タ
ー 

株
式
会
社
ナ
チ
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ラ
ル 

株
式
会
社
ナ
チ
ュ
ラ
ル 

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称 

大
垣
市
北
方
町
一
―
一
一 

六
二 SS

ア
―
ト
ビ
ル
一 

階 大
垣
市
北
方
町
一
―
一
一 

六
二
Ｓ
Ｓ
ア
ー
ト
ビ
ル
一 

階 各
務
原
市
蘇
原
外
山
町
二 

―
七
一
―
一 

各
務
原
市
蘇
原
外
山
町
二 

―
七
一
―
一 

瑞
浪
市
樽
上
町
二
―
六
― 

五 瑞
浪
市
樽
上
町
二
―
六
― 

五 名
古
屋
市
天
白
区
植
田
東 

二
―
五
〇
四
―
三
〇
二
ラ 

イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
植 

田
三
〇
二
号 

名
古
屋
市
天
白
区
植
田
東 

二
―
五
〇
四
―
三
〇
二
ラ 

イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
植 

田
三
〇
二
号 

名
古
屋
市
天
白
区
植
田
東 

二
―
五
〇
四
―
三
〇
二
ラ 

イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
植 

田
三
〇
二
号 

名
古
屋
市
天
白
区
植
田
東 

二
―
五
〇
四
―
三
〇
二
ラ 

イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
植 

田
三
〇
二
号 

瑞
穂
市
別
府
一
二
九
七 

瑞
穂
市
別
府
一
二
九
七 

可
児
市
塩
河
二
七
〇
九
― 

一 大
垣
市
東
町
二
―
七
―
一 

大
垣
市
東
町
二
―
七
―
一  

た
る
事
務
所
の
所
在
地 

訪
問
介
護 

訪
問
介
護 

居
宅
療
養 

管
理
指
導 

居
宅
療
養 

管
理
指
導 

予
防
通
所 

介
護 

通
所
介
護 

介
護
予
防 

福
祉
用
具 

販
売 

介
護
予
防 

福
祉
用
具 

貸
与 

特
定
福
祉 

用
具
販
売 

福
祉
用
具 

貸
与 

通
所
介
護 

通
所
介
護 

通
所
介
護 

介
護
予
防 

通
所
介
護 

通
所
介
護  

の
種
類 

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
感
謝 

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
感
謝 

そ
は
ら
永
田
ク
リ
ニ
ッ
ク 

そ
は
ら
永
田
ク
リ
ニ
ッ
ク 

株
式
会
社
ア
イ
ラ
ン
ド
ジ
ー
・ 

ア
イ 

株
式
会
社
ア
イ
ラ
ン
ド
ジ
ー
・ 

ア
イ 

中
部
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス 

中
部
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス 

中
部
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス 

中
部
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
吉
村 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
吉
村 

可
児
市
中
部
地
域
包
括
支
援
セ 

ン
タ
ー 

は
や
か
わ
ク
リ
ニ
ッ
ク
デ
イ
・ 

リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー 

は
や
か
わ
ク
リ
ニ
ッ
ク
デ
イ
・ 

リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー 

 

称 

大
垣
市
北
方
町
一
―
一
一 

六
二 SS

ア
―
ト
ビ
ル
一 

階 大
垣
市
北
方
町
一
―
一
一 

六
二
Ｓ
Ｓ
ア
ー
ト
ビ
ル
一 

階 各
務
原
市
蘇
原
外
山
町
二 

―
七
一
―
一 

各
務
原
市
蘇
原
外
山
町
二 

―
七
一
―
一 

瑞
浪
市
土
岐
町
七
三
三
四 

瑞
浪
市
土
岐
町
七
三
三
四 

恵
那
市
長
島
町
那
加
野
一 

二
一
六
―
八 

恵
那
市
長
島
町
那
加
野
一 

二
一
六
―
八 

恵
那
市
長
島
町
那
加
野
一 

二
一
六
―
八 

恵
那
市
長
島
町
那
加
野
一 

二
一
六
―
八 

瑞
穂
市
別
府
一
二
九
七 

瑞
穂
市
別
府
一
二
九
七 

可
児
市
広
見
一
―
一 

大
垣
市
東
町
二
―
二
―
一 

大
垣
市
東
町
二
―
二
―
一  

の
所
在
地 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 指

定

年

月

日 



 第 2 2 1 5 号  岐  阜  県  公  報  平成 23 年１月 11 日  （812） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              

                               

有
限
会
社
羽
島
企
画 

有
限
会
社
羽
島
企
画 

高
山
市
長 

高
山
市
長 

高
山
市
長 

高
山
市
長 

高
山
市
長 

高
山
市
長 

特
定
非
営
利
活
動
法
人 

介 

護
ま
め
家 

特
定
非
営
利
活
動
法
人 

介 

護
ま
め
家 

特
定
非
営
利
活
動
法
人 

介 

護
ま
め
家 

合
同
会
社 

感
謝 

合
同
会
社 
感
謝 

合
同
会
社 

感
謝 

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称 

 

羽
島
市
小
熊
町
島
二
―
一 

〇
二
―
一 

羽
島
市
小
熊
町
島
二
―
一 

〇
二
―
一 

高
山
市
花
岡
町
二
―
一
八 

高
山
市
花
岡
町
二
―
一
八 

高
山
市
花
岡
町
二
―
一
八 

高
山
市
花
岡
町
二
―
一
八 

高
山
市
花
岡
町
二
―
一
八 

高
山
市
花
岡
町
二
―
一
八 

不
破
郡
垂
井
町
新
井
一
五 

二
―
三
九 

不
破
郡
垂
井
町
新
井
一
五 

二
―
三
九 

不
破
郡
垂
井
町
新
井
一
五 

二
―
三
九 

大
垣
市
北
方
町
一
―
一
一 

六
二
Ｓ
Ｓ
ア
ー
ト
ビ
ル
一 

階 大
垣
市
北
方
町
一
―
一
一 

六
二
Ｓ
Ｓ
ア
ー
ト
ビ
ル
一 

階 大
垣
市
北
方
町
一
―
一
一 

六
二
Ｓ
Ｓ
ア
ー
ト
ビ
ル
一 

階 居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主 

た
る
事
務
所
の
所
在
地 

介
護
予
防 

短
期
入
所 

生
活
介
護 

短
期
入
所 

生
活
介
護 

介
護
予
防 

居
宅
療
養 

管
理
指
導 

介
護
予
防 

訪
問
リ
ハ 

ビ
リ
ス
テ 

ー
シ
ョ
ン 

介
護
予
防 

訪
問
看
護 

居
宅
療
養 

管
理
指
導 

訪
問
リ
ハ 

ビ
リ
ス
テ 

ー
シ
ョ
ン 

訪
問
看
護 

居
宅
介
護 

支
援
事
業 

介
護
予
防 

通
所
介
護 

通
所
介
護 

介
護
予
防 

訪
問
看
護 

介
護
予
防 

訪
問
介
護 

訪
問
看
護 

サ
ー
ビ
ス 

の
種
類 

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
「
マ
マ
ー
ズ 

の
家 

ま
さ
き
」 

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
「
マ
マ
ー
ズ 

の
家 

ま
さ
き
」 

高
山
市
国
民
健
康
保
険
荘
川
診 

療
所 

高
山
市
国
民
健
康
保
険
荘
川
診 

療
所 

高
山
市
国
民
健
康
保
険
荘
川
診 

療
所 

高
山
市
国
民
健
康
保
険
荘
川
診 

療
所 

高
山
市
国
民
健
康
保
険
荘
川
診 

療
所 

高
山
市
国
民
健
康
保
険
荘
川
診 

療
所 

介
護
ま
め
家 

介
護
何
で
も
相 

談
所 

介
護
ま
め
家 

介
護
ま
め
家 

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
感
謝 

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
感
謝 

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
感
謝 

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名 

称 

羽
島
市
正
木
町
須
賀
二
五 

六
三
―
一 

羽
島
市
正
木
町
須
賀
二
五 

六
三
―
一 

高
山
市
荘
川
町
新
渕
五
四 

六
―
一 

高
山
市
荘
川
町
新
渕
五
四 

六
―
一 

高
山
市
荘
川
町
新
渕
五
四 

六
―
一 

高
山
市
荘
川
町
新
渕
五
四 

六
―
一 

高
山
市
荘
川
町
新
渕
五
四 

六
―
一 

高
山
市
荘
川
町
新
渕
五
四 

六
―
一 

羽
島
市
竹
鼻
町
神
楽
四
九 

羽
島
市
竹
鼻
町
神
楽
四
九 

羽
島
市
竹
鼻
町
神
楽
四
九 

大
垣
市
北
方
町
一
―
一
一 

六
二
Ｓ
Ｓ
ア
ー
ト
ビ
ル
一 

階 大
垣
市
北
方
町
一
―
一
一 

六
二
Ｓ
Ｓ
ア
ー
ト
ビ
ル
一 

階 大
垣
市
北
方
町
一
―
一
一 

六
二
Ｓ
Ｓ
ア
ー
ト
ビ
ル
一 

階 指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等 

の
所
在
地 

同 平
成
二
二
・ 

四
・
二
二 

同 同 同 同 同 平
成
二
二
・ 

四
・
一
六 

同 同 平
成
二
二
・ 

四
・ 

六 

同 同 同 指

定

年

月

日 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
十
五
号 

 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃 

 
 
 
 

 
     

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
十
六
号 

 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
の
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促

進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

        

称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 

 
           

中
部
化
成
薬
品
株
式
会
社 

社
会
福
祉
法
人 

中
津
川
市 

社
会
福
祉
協
議
会 

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称 

岐
阜
市
秋
津
町
五 

中
津
川
市
か
や
の
木
町
二 

―
五 

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主 

た
る
事
務
所
の
所
在
地 

福
祉
用
具 

貸
与 

訪
問
入
浴 

サ
ー
ビ
ス 

の
種
類 

中
部
化
成
薬
品
株
式
会
社 

東 

濃
営
業
所 

付
知
町
訪
問
入
浴
セ
ン
タ
ー 

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名 

称 

中
津
川
市
茄
子
川
一
六
四 

二
―
一
二
五 

中
津
川
市
付
知
町
五
八
八 

一
―
三
二 

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等 

の
所
在
地 

同 平
成
二
二
・ 

三
・
三
一 

廃

止

年

月

日 

旧 新 
 

旧   

新 
 

旧   

新 
 

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称 

 

大
垣
市
内
原
一
―
一
九
七 

関
市
若
草
通
一
―
一 

関
市
若
草
通
一
―
一 

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主 

た
る
事
務
所
の
所
在
地 

福
祉
用
具 

貸
与 

居
宅
介
護 

支
援 

訪
問
介
護 

サ
ー
ビ
ス 

の
種
類 

サ
ン
ケ
ア 

ア
ル
フ
ァ
ン
ケ
ア 

Ｊ
Ａ
め
ぐ
み
の
介
護
サ
ー
ビ
ス 

郡
上
営
業
所 

Ｊ
Ａ
め
ぐ
み
の
介
護
サ
ー
ビ
ス 

郡
上
営
業
所 

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名 

称 

大
垣
市
中
曽
根
町
六
二
二 

郡
上
市
八
幡
町
中
坪
二
二

〇
―
三 

郡
上
市
八
幡
町
小
野
四
― 

六
―
一
八 

郡
上
市
八
幡
町
中
坪
二
二 

〇
―
三 

郡
上
市
八
幡
町
小
野
四
― 

六
―
一
八 

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等 

の
所
在
地 

同 同 平
成
二
二
・ 

四
・ 

一 

変

更

年

月

日 

め
ぐ
み
の
農
業
協
同
組 

合 め
ぐ
み
の
農
業
協
同
組 

合 イ
ビ
デ
ン
産
業
株
式
会 

福
祉
用
具 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
十
七
号 

 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示 

                          
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 

 

一 

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所   

旧 新 旧 新 旧 

有
限
会
社
ジ
ー
・
ア
イ 

新 

株
式
会
社
ア
イ
ラ
ン
ド 

ジ
ー
・
ア
イ 

旧 

有
限
会
社
ジ
ー
・
ア
イ 

新 

株
式
会
社
ア
イ
ラ
ン
ド 

ジ
ー
・
ア
イ 

旧 

有
限
会
社
ジ
ー
・
ア
イ 

新 

株
式
会
社
ア
イ
ラ
ン
ド 

ジ
ー
・
ア
イ 

旧 

有
限
会
社
ジ
ー
・
ア
イ 

新 

株
式
会
社
ア
イ
ラ
ン
ド 

ジ
ー
・
ア
イ 

旧 新 

イ
ビ
デ
ン
産
業
株
式
会 

 
 

 
居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称 

 

安
八
郡
神
戸
町
神
戸
七
〇 

六
―
一 

安
八
郡
神
戸
町
八
条
二
五 

八
―
二 

安
八
郡
神
戸
町
八
条
二
五 

八
―
二 

瑞
浪
市
樽
上
町
二
―
六
― 

五 瑞
浪
市
樽
上
町
二
―
六
― 

五 瑞
浪
市
樽
上
町
二
―
六
― 

五 瑞
浪
市
樽
上
町
二
―
六
― 

五 大
垣
市
内
原
一
―
一
九
七 

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主 

た
る
事
務
所
の
所
在
地 

訪
問
介
護 

居
宅
介
護 

支
援 

福
祉
用
具 

貸
与 

居
宅
介
護 

支
援 

介
護
予
防 

短
期
入
所 

生
活
介
護 

短
期
入
所 

生
活
介
護 

 

サ
ー
ビ
ス 

の
種
類 

神
戸
町
訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ 

ン 神
戸
町
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ 

ー 神
戸
町
居
宅
介
護
支
援
事
業
所 

ジ
ー
・
ア
イ
福
祉
用
具
レ
ン
タ 

ル
サ
ー
ビ
ス 

ア
イ
ラ
ン
ド
ジ
ー
・
ア
イ
福
祉 

用
具 

ジ
ー
・
ア
イ 

ケ
ア
プ
ラ
ン
相 

談
セ
ン
タ
ー 

ア
イ
ラ
ン
ド
ジ
ー
・
ア
イ
ケ
ア 

プ
ラ
ン 

小
泉
慈
愛
苑
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ 

小
泉
慈
愛
苑
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ 

サ
ン
ケ
ア 

ア
ル
フ
ァ
ン
ケ
ア 

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名 

称 

安
八
郡
神
戸
町
八
条
二
五

八
―
二 

安
八
郡
神
戸
町
八
条
二
五

八
―
二 

瑞
浪
市
樽
上
町
二
―
六
―

五 瑞
浪
市
土
岐
町
七
三
三
四 

瑞
浪
市
樽
上
町
二
―
六
―

五 瑞
浪
市
土
岐
町
七
三
三
四 

多
治
見
市
小
泉
町
四
―
二

三
一 

多
治
見
市
小
泉
町
四
―
二

三
一 

大
垣
市
中
曽
根
町
六
二
二 

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等 

の
所
在
地 

同 同 同 同 同 同 同 変

更

年

月

日 

社 社
会
福
祉
法
人 

神
戸 

町
社
会
福
祉
協
議
会 

社
会
福
祉
法
人 

神
戸 

町
社
会
福
祉
協
議
会 

貸
与 
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揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
川
合
字
押
又
東
平
四
〇
九
三
の
四 

 
二 
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

水
源
の
か
ん
養  

三 

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

 

㈠ 

立
木
の
伐
採
の
方
法  

 
 

１ 

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。   

 
 

２ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

 
 

３ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

㈡ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

 
 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
十
八
号 

 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 

 

一 

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所   

 
 

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
三
倉
字
高
畑
二
五
の
一 

 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的                  

   

土
砂
の
流
出
の
防
備              

三 

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

 

㈠ 

立
木
の
伐
採
の
方
法                  

 
 

１ 

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。  

 
 

２ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

 
 

３ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。    

 

㈡ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種    

 
 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。） 

    
 
 
 
 
 

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示 

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号   

 

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た

の
で
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会 

長 

太 
 

田 
 

嘉 
 

俊 
 
 

一 

指
示
の
内
容 

 

㈠ 

持
ち
出
し
の
禁
止 

 
 
 

公
共
水
面
に
お
い
て
、
コ
イ
（
マ
ゴ
イ
及
び
ニ
シ
キ
ゴ
イ
）
が
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
に

か
か
っ
て
い
る
場
合
は
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
保
有
状
況
の
検
査
を
す
る
場
合
、
コ
イ
ヘ
ル

ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
駆
除
を
す
る
場
合
、
食
用
に
供
す
る
場
合
及
び
内
水
面

漁
場
管
理
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
を
除
き
、
コ
イ
を
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 
 

な
お
、
当
該
公
共
水
面
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
定
め
、
三
で
示
す

も
の
の
他
、
別
途
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

㈡ 

放
流
等
の
制
限 

 

 
 
 

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
（
ポ
リ
メ
ラ
ー
ゼ
連
鎖
反
応
法
に
よ
る
検
査
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ

ス
ウ
イ
ル
ス
が
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
コ
イ
で
な
け
れ
ば
、
県
内
の
公
共
水
面
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に
放
流
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
採
捕
し
た
コ
イ
を
採
捕
し
た
場
所
に
放
流
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 

指
示
の
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

コ
イ
の
持
ち
出
し
を
禁
止
す
る
公
共
水
面
の
範
囲 

 

 

㈠ 

揖
斐
川
（
牧
田
川
合
流
点
か
ら
下
流
の
本
川
）
並
び
に
同
支
川
の
う
ち
津
屋
川
、
大
榑
川
、
杭

瀬
川
、
相
川
、
東
川
、
五
日
市
川
、
水
門
川
、
新
川
及
び
こ
れ
ら
の
河
川
に
連
接
す
る
水
路
・
た

め
池 

 

㈡ 

長
良
川
（
板
取
川
合
流
点
か
ら
下
流
の
本
川
）
並
び
に
同
支
川
の
う
ち
伊
自
良
川
、
早
田
川
、

新
堀
川
、
天
神
川
、
正
木
川
、
境
川
、
新
荒
田
川
、
犀
川
、
天
王
川
、
吉
田
川
、
荒
田
川
、
糸
貫

川
及
び
こ
れ
ら
の
河
川
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池 

 

㈢ 

木
曽
川
（
付
知
川
合
流
点
か
ら
下
流
の
笠
置
ダ
ム
ま
で
の
間
、
兼
山
ダ
ム
か
ら
下
流
の
今
渡
ダ

ム
ま
で
の
間
）
、
同
支
川
の
う
ち
新
境
川
、
鉄
砲
川
及
び
こ
れ
ら
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池
並

び
に
飛 

川
（
上
麻
生
ダ
ム
か
ら
下
流
の
本
川
） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             

 

㈣ 

神
通
川
水
系
宮
川
（
荒
城
川
合
流
点
か
ら
下
流
の
坂
上
ダ
ム
ま
で
の
間
）
並
び
に
同
支
川
の
う

ち
高
原
川
、
荒
城
川
及
び
こ
れ
ら
の
河
川
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号   

  

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
種

共
同
漁
業
権
の
免
許
に
係
る
平
成
二
十
三
年
度
魚
種
別
増
殖
方
法
及
び
指
示
数
量
を
次
の
と
お
り
定
め

た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会 

長 

太 
 

田 
 

嘉 
 

俊 
 
 

                   

き
っ
た 

 

 

内
 
共
 

第
７
号
 

内
 
共
 

第
６
号
 

内
 
共
 

第
５
号
 

内
 
共
 

第
４
号
 

内
 
共
 

第
３
号
 

内
 
共
 

第
２
号
 

 

 根
尾
川
（
全
域
）
 

牧
田
川

（
高

田
橋

か
ら

上
流

）
 

揖
斐
川
（
今
尾
橋
～
根
尾
川
 

と
の
合
流
点
）
 

揖
斐
川

（
今

尾
橋

か
ら

下
流

）
 

中
江
川
（
全
域
）
 

大
江
川
（
全
域
）
 

 

 根
尾
川
筋
 

牧
田
川
 

西
濃
水
産
 

養
老
郡
、
海
津
市
 

海
津
市
 

海
津
市
 

 

 

7,040 

330
 

1,200    

あ
 
ゆ
 

 

600
 

70
     

あ
ま
ご

、
 

や
ま
め
 

   

80
 

160
   

銀
毛
型
 

あ
ま
ご
 

 

5
 

10
     

に
じ
ま

す
 

 

5
      

い
わ
な
 

 

50
  

1,210 

920
 

60
 

340
 

ふ
な
 

 

130
 

20
 

95
 

130
 

40
 

60
 

う
な
ぎ
 

 

10
  

100
 

40
 

10
 

30
 

な
ま

ず
 

   

2,500    

も
く

ず
 

か
に

(尾
) 

種
 
 
 
 
苗
 
 
 
 
放
 
 
 
 
流
 
 
（
㎏
）
 

       

あ
ゆ

卵
 

       

わ
か
さ

ぎ
卵
 

人
工

ふ
化
 

（
万
粒
）
 

 

5
 

3
 

6
 

3
   

う
ぐ
い

、
 

お
い

か
わ
 

     

2
 

3
 

も
ろ

こ
 

       

あ
じ

め

ど
じ
ょ

う
 

       

か
じ

か
 

       

よ
し
の

ぼ
り
 

産
卵
場
造
成
（
箇
所
）
 

河
川
及
び
区
域

 
漁
業

 協
同
組
合
名

 

増
殖

方
法

 

魚
 

種
 

漁
 

業
 

権
 

番
 

号
 

 

平
成

2
3

年
度

魚
種

別
増

殖
方

法
及

び
指

示
数

量
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内
 
共
 

第
23号

 

内
 
共
 

第
22号

 

内
 
共
 

第
21号

 

内
 
共
 

第
20号

 

内
 
共
 

第
19号

 

内
 
共
 

第
18号

 

内
 
共
 

第
17号

 

内
 
共
 

第
16号

 

内
 
共
 

第
15号

 

内
 
共
 

第
14号

 

内
 
共
 

第
13号

 

内
 
共
 

第
12号

 

内
 
共
 

第
11号

 

内
 
共
 

第
10号

 

内
 
共
 

第
９
号
 

内
 
共
 

第
８
号
 

内
 
共
 

第
７
号
 

内
 
共
 

第
６
号
 

可
児
川
（
全
域
）

 

木
曽
川
（
東
海
大
橋
～
今
渡

 
え
ん
堤
）

 

柿
野
川
（
御
園
下
橋
か
ら
上

 
流
）

 

板
取
川
（
美
濃
市
・
旧
洞
戸

 
村
境
か
ら
上
流
）
 

武
儀
川

（
谷

口
頭

首
工

か
ら

上
流

）
 

津
保
川

（
富

津
橋

か
ら

上
流

）
 

津
保
川

（
富

津
橋

か
ら

下
流

）
 

長
良
川
（
美
濃
市
・
郡
上
市

 
境
か
ら
上
流
）
 

長
良
川
 (岐

阜
市
・
関
市
境
 

～
美
濃
市
・
郡
上
市
境
) 

犀
川

（
犀

川
ひ

門
か

ら
上
流
）
 

長
良
川
（
長
良
大
橋
～
岐
阜

 
市
・
関
市
境
）
 

長
良
川
（
大
薮
大
橋
～
長
良

 
大
橋
）
 

長
良
川
（
大
薮
大
橋
か
ら
下

 
流
）
 

揖
斐
川

（
旧
藤
橋

村
）
、
坂
内

 
川
 

揖
斐
川

（
旧
久
瀬

村
）
、
日
坂

 
川
 

揖
斐
川
（
根
尾
川
と
の
合
流

 
点
～
西
平
え
ん
堤
）
 

根
尾
川
（
全
域
）
 

牧
田
川

（
高

田
橋

か
ら

上
流

）
 

可
児

 

木
曽
川
長
良
川
下

 
流
､日

本
ラ
イ
ン
､ 

木
曽
川
､愛

北
 

美
山

 

板
取
川
上
流

 

美
山

 

津
保
川

 

長
良
川
中
央

 

郡
上

 

長
良
川
中
央

 

長
良
川

 

長
良
川

 

長
良
川
、
西
濃
水

 
産

 

海
津
市
、
木
曽
川

 
長
良
川
下
流

 

揖
斐
川
上
流

 

揖
斐
川
久
瀬

 

揖
斐
川
中
部

 

根
尾
川
筋
 

牧
田
川
 

70
 

2,320 

30
 

1,960 

1,080 

2,620 

1,520 

14,520 

8,420  

3,520   

1,160 

180
 

1,800 

7,040 

330
 

  

20
 

100
 

230
 

50
 

5
 

1,570 

50
     

310
 

70
 

200
 

600
 

70
 

 

140
         

880
 

480
 

210
      

115
   

10
  

10
   

5
     

2
 

3
  

5
 

10
 

       

15
 

10
     

3
 

2
  

5
  

200
 

540
    

20
 

60
  

10
 

210
 

500
 

650
 

200
   

60
 

50
  

40
 

160
 

2
 

45
 

20
 

40
 

20
 

220
 

60
 

70
 

325
 

30
 

70
 

20
 

5
 

30
 

130
 

20
 

 

50
        

30
 

140
 

20
 

120
    

10
  

         

2,000 

5,040 

4,400       

 

3,000         

4,000        

120
                  

3
 

3
 

1
 

4
 

1
 

6
 

3
 

6
 

10
 

1
 

6
 

1
 

1
 

3
 

3
 

4
 

5
 

3
 

2
         

1
 

5
        

  

1
 

11
 

1
 

4
  

12
 

3
          

       

10
           

       

16
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内
 
共
 

第
37号

 

内
 
共
 

第
36号

 

内
 
共
 

第
35号

 

内
 
共
 

第
34号

 

内
 
共
 

第
33号

 

内
 
共
 

第
32号

 

内
 
共
 

第
31号

 

内
 
共
 

第
30号

 

内
 
共
 

第
29号

 

内
 
共
 

第
28号

 

内
 
共
 

第
27号

 

内
 
共
 

第
26号

 

内
 
共
 

第
25号

 

内
 
共
 

第
24号

 

内
 
共
 

第
23号

 

内
 
共
 

第
22号

 

土
岐
川
（
全
域
）
 

和
良
川
（
中
原
用
水
え
ん
堤
 

か
ら
上
流
）
 

馬
瀬
川
（
下
呂
市
金
山
町
・
 

同
市
馬
瀬
町
境
か
ら
上
流
）
 

馬
瀬
川
（
下
呂
市
金
山
町
・
 

同
市
馬
瀬
町
境
か
ら
下
流
）
 

飛
 
川
（
Ｊ
Ｒ
高
山
線
第

16 
益
田
川
橋
か
ら
上
流
）
 

飛
 
川
（
金
山
橋
～
Ｊ
Ｒ
高
 

山
線
第

16
益
田
川
橋
）
 

飛
 
川
（
七
宗
え
ん
堤
～
金
 

山
橋
）
 

飛
 
川
（
青
柳
橋
～
七
宗
え
 

ん
堤
）
 

川
上
川
（
全
域
）
 

外
洞
川
（
全
域
）
 

落
合
川
（
全
域
）
 

木
曽
川
（
笠
置
え
ん
堤
～
落
 

合
え
ん
堤
）
 

木
曽
川
（
兼
山
え
ん
堤
～
笠
 

置
え
ん
堤
）
 

木
曽
川
（
今
渡
え
ん
堤
～
兼

 
山
え
ん
堤
）

 

可
児
川
（
全
域
）

 

木
曽
川
（
東
海
大
橋
～
今
渡

 
え
ん
堤
）

 

土
岐
川

 

和
良
川

 

馬
瀬
川
上
流

 

馬
瀬
川
下
流

 

益
田
川
上
流

 

益
田
川

 

益
田
川
､飛

 
川
､ 

馬
瀬
川
下
流
 

飛
 
川

 

恵
那

 

恵
那

 

恵
那

 

恵
那

 

木
曽
川
中
流

 

日
本
ラ
イ
ン
、
木

 
曽
川
中
流

 

可
児

 

木
曽
川
長
良
川
下

 
流
､日

本
ラ
イ
ン
､ 

木
曽
川
､愛

北
 

250
 

1,000 

4,840 

2,750 

1,590 

7,460 

110
 

9,320 

240
 

10
 

60
 

4,950 

330
  

70
 

2,320 

10
 

80
 

240
 

190
 

620
 

900
  

460
 

40
  

20
 

290
 

60
    

               

140
 

5
  

5
  

5
 

5
  

15
 

10
  

5
 

30
 

5
  

115
  

 

10
 

5
 

5
 

10
 

120
      

30
     

100
    

5
  

5
 

5
    

120
 

50
 

60
 

200
 

540
 

25
 

20
 

10
 

60
 

20
 

60
 

5
 

170
 

10
 

5
 

5
 

100
 

50
 

20
 

40
 

160
 

               

50
 

                

               

3,000 

120
   

120
           

120
  

5
 

3
 

5
 

5
 

5
 

6
 

2
 

7
 

2
  

3
 

5
 

3
  

3
 

3
 

         

1
  

2
   

2
  

 

7
 

7
 

5
 

10
 

17
  

7
    

10
     

 

7
 

5
 

5
 

10
 

10
           

     

10
  

10
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内
 
共
 

第
50号

 

内
 
共
 

第
49号

 

内
 
共
 

第
48号

 

内
 
共
 

第
47号

 

内
 
共
 

第
46号

 

内
 
共
 

第
45号

 

内
 
共
 

第
44号

 

内
 
共
 

第
43号

 

内
 
共
 

第
42号

 

内
 
共
 

第
41号

 

内
 
共
 

第
40号

 

内
 
共
 

第
39号

 

内
 
共
 

第
38号

 

内
 
共
 

第
37号

 

内
 
共
 

第
36号

 

第
35号

 

庄
川
（
全
域
）
 

大
長
谷
川
（
全
域
）
 

万
波
川
（
全
域
）
 

小
八
賀
川
（
下
切
発
電
所
え
 

ん
堤
か
ら
上
流
）
 

荒
城
川
（
高
山
市
国
府
・
同

 
市
丹
生
川
町
境
か
ら
上
流
）
 

小
鳥
川
（
飛
 
市
河
合
町
・

 
高

山
市
清

見
町

境
か
ら

上
流

）
 

高
原
川
（
全
域
）
 

宮
川
（
飛
 
市
古
川
町
・
同

 
市
河
合
町
境
か
ら
上
流
）
 

宮
川
（
富
山
県
境
～
飛
 
市

 
古
川
町
・
同
市
河
合
町
境
）
 

宮
川
（
富
山
県
と
の
県
境
区

 
域
）
 

上
村
川
（
全
域
）
 

明
智
川
（
全
域

) 

矢
作
川
（
愛
知
県
と
の
県
境

 
区
域
）
 

土
岐
川
（
全
域
）
 

和
良
川
（
中
原
用
水
え
ん
堤
 

か
ら
上
流
）
 

同
市
馬
瀬
町
境
か
ら
上
流
）
 

合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計
 

庄
川

 

宮
川
下
流

 

宮
川
下
流

 

丹
生
川

 

丹
生
川

 

宮
川

 

高
原
川

 

宮
川

 

宮
川
下
流

 

高
原
川
、
宮
川
下

 
流
、
富
山

 

岐
阜
県
矢
作
川

 

岐
阜
県
矢
作
川

 

岐
阜

県
矢

作
川
 

(愛
知
県
)矢

作
川
 

土
岐
川

 

和
良
川

 

 

100,110 

1,720   

50
 

250
 

160
 

5,050 

4,230 

4,680 

1,000 

1,040 

520
 

730
 

250
 

1,000 10,270 

1,670   

150
 

50
 

75
 

1,060 

430
 

440
 

10
 

120
 

60
 

20
 

10
 

80
 

1,950                

1,385 

360
   

10
 

10
 

60
 

40
 

360
 

300
     

5
  

1,560 

340
 

20
 

60
 

200
 

30
 

40
 

80
 

90
 

480
 

5
     

10
 

5,420 

10
     

5
  

5
 

5
    

20
 

100
  

2,562 

30
     

10
 

40
 

65
 

130
  

25
 

15
 

55
 

25
 

20
 

550
                13,940                

7,000                

360
              

120
  

146
 

3
   

1
 

1
 

1
 

3
 

3
 

4
  

3
 

2
 

1
 

5
 

3
 

16
                

109
 

3
     

1
 

5
 

5
       

7
 

53
 

3
     

1
 

1
 

1
       

7
 

41
       

5
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公 
 
 
 

示 

 
 

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定 

 

 

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の 

 

（
薬
局
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
届
出
書
等
は
平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通

課
及
び
中
濃
振
興
局
中
濃
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

届
出
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 
 

ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社 

三 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

（
仮
称
）
ゲ
ン
キ
ー
郡
上
白
鳥
店 

 
 

岐
阜
県
郡
上
市
白
鳥
町
向
小
駄
良
字
上
島
九
六
〇
番
一 

外 

四 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
八
日 

五 

店
舗
面
積 

 
 

二
、
三
九
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

六 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

一
〇
三
台 

七 

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積 

 
 

六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル ―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

（
仮
称
）
と
れ
っ
た
ひ
ろ
ば
関
店 

 
 

関
市
小
屋
名
字
薄
原
一
四
四
二 

外 

二 

意
見
の
概
要 

 
 

意
見
な
し
（
届
出
事
項 

新
設
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 
平
成
調
剤
薬
局
八
代
店 

か
ざ
は
な
薬
局 

名 
 
 

称 

岐
阜
市
八
代
一
―
二
―
二
八 

加
茂
郡
東
白
川
村
神
土
六
九
一 

所

在

地 

精
神
通
院 

精
神
通
院 

自

立

支

援 

医
療
の
種
類 

平
成 

二
三
・ 

一
・ 

一 

平
成 

二
三
・ 

一
・ 

一 

指

定 

年

月

日 
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○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

（
仮
称
）
ゲ
ン
キ
ー
海
津
店 

 
 

海
津
市
海
津
町
鹿
野
字
西
縄
一
二
七
一
番
一 
外 

二 

意
見
の
概
要 

 
 

意
見
な
し
（
届
出
事
項 

新
設
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
変
更

後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
条
例
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。   

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
利
便
性
係
数
の
決
定 

 

公
営
住
宅
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

る
利
便
性
係
数
を
次
の
よ
う
に
決
定
し
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
適
用
す
る
の
で
、
岐
阜
県
県
営
住
宅

条
例
（
昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

郡

上

市 

施 

行 

者 

名 

深

戸

地

区 

施
行
に
係
る
地
区
名 

郡
上
市
役
所
前 

掲
示
場 

縦

覧

場

所 

平
成
二
三
・ 

一
・
一
一
か
ら 

同 
 
 
 
 

二
・ 

八
ま
で 

縦

覧

期

間 
北

方

住

宅 

宮

代

住

宅 

尾

崎

住

宅 

泉

北

住

宅 

旭
ヶ
丘
住
宅 

赤
保
木
住
宅 

荒

崎

住

宅 

藤

江

住

宅 

夕
陽
ヶ
丘
住
宅 

田

神

住

宅 

加

野

住

宅 

近
の
島
住
宅 

白
木
町
住
宅 

名

称 

本
巣
郡
北
方
町 

不
破
郡
垂
井
町 

各

務

原

市 

土

岐

市 

多

治

見

市 

高

山

市 

大

垣

市 

大

垣

市 

岐

阜

市 

岐

阜

市 

岐

阜

市 

岐

阜

市 

岐

阜

市 

位

置 

Ａ
一
、
Ａ
二
、
Ａ
四
及
び
Ｓ
一
か
ら
Ｓ
四 

ま
で 

Ａ
一
か
ら
Ａ
六
ま
で 

Ｃ
五
、
Ｃ
六
及
び
Ｃ
九 

Ａ
一
か
ら
Ａ
二
十
ま
で
及
び
Ｂ
一
か
ら
Ｂ 

十
ま
で 

Ａ
一
か
ら
Ａ
八
ま
で
及
び
Ｂ
一 

Ａ
一
か
ら
Ａ
十
六
ま
で
及
び
Ｂ
一 

Ａ
一
か
ら
Ａ
四
ま
で 

Ａ
一
か
ら
Ａ
九
ま
で 

Ｆ
一
か
ら
Ｆ
六
ま
で
、
Ｇ
一
及
び
Ｇ
二 

Ａ
〇 

Ｆ
一
か
ら
Ｆ
七
ま
で 

Ｈ
一
か
ら
Ｈ
十
六
ま
で 

Ａ
〇
か
ら
Ａ
十
五
ま
で 

Ａ
〇 

棟

番

号 

一
・
〇
〇
〇 

〇
・
九
一
五 

〇
・
九
六
五 

〇
・
九
四
〇 

〇
・
九
四
〇 

〇
・
九
一
五 

〇
・
九
一
五 

〇
・
八
九
〇 

〇
・
九
六
五 

〇
・
八
六
五 

〇
・
九
四
〇 

〇
・
八
四
〇 

〇
・
九
六
五 

一
・
〇
〇
〇 

利
便
性
係
数 
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市
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丁
目
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番
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平
成
二
十
三
年
一
月
十
一
日
発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

者 
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県 
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各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
一 

 

ブ
イ
・
ア
ー
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・
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
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